
 

事業名 浄化槽設置整備事業（県費補助） 

事業内容 

（目的・概要） 

公共用水域の汚濁防止及び生活環境の保全を図るため、下水道等の集合処

理施設の整備が地理的、経済的に困難な地域における生活排水対策として行

う浄化槽整備に対する補助を実施する。 

事業主体 市町（政令指定都市、財源超過団体を除く。） 

採択要件 

〔対象事業〕 

 生活雑排水を未処理で排出している単独処理浄化槽又は汲み取り便所から

合併処理浄化槽への転換にかかる浄化槽の整備を助成する事業（ただし、居

住を目的とする住宅（店舗等を併設するものを含む。）に設置されるもののみ

とする。） 

〔対象地域〕 

１ 下水道法第４条第１項又は第 25 条の 23 第１項の協議を受けた事業計画

の処理区域及びコミュニティ・プラント、農業集落排水施設等集合処理施設

の処理区域を除く次の（１）から（４）の地域 

（１）水質汚濁防止法に規定する生活廃水対策重点地域 

（２）水質環境管理計画策定地域 

（３）水道水源の流域 

（４）その他、知事が必要と認める地域 

２ 下水道の整備が７年以上見込まれない下水道事業計画区域内であって、 

 水質汚濁防止法に規定する生活排水対策重点地域 

補助率、融資

額、その他の財

源措置の内容 

〔基準額〕 
人槽区分 通常地域 豪雪地帯

5人槽 332,000円×基数 390,000円×基数
6～7人槽 414,000円×基数 474,000円×基数
8～10人槽 548,000円×基数 660,000円×基数  

（人槽区分は、居住部分に対する処理対象人員とする。） 

 

〔補助率〕 

  １／３× 減額率（一律） 

制度創設年度 平成元年度 

関係省庁名 環境省 

最近の実績 

 
年度 R01 R02 R03 R04 R05  R06 

実施市町数 18 18 17 17 17 16 

設置基数(基) 598 538 572 524 438 349 

補助金(千円) 73,424 65,481 69,711 63,540 52,578 42,140 
 

問合せ先 
環境県民局循環型社会課 

Tel 082(513)2957 e-mail kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp 

 


